
  

太田市広報事務取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和８年３月３１日 

 

              太田市長 穂 積 昌 信  

 

 

太田市規則第３６号 

 

太田市広報事務取扱規則の一部を改正する規則 

 太田市広報事務取扱規則（平成１７年太田市規則第１８号）の一部

を次のように改正する。 

第３条第２号中「及びテレビ」を削り、同条中第４号を第６号とし、

第３号の次に次の２号を加える。 

⑷ 太田市ホームページによる情報提供 

⑸ 前各号以外の媒体による情報提供 

第４条中「企画部広報課」を「おおた未来戦略部広報ブランド課」

に、「広報課長」を「広報ブランド課長」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


